
 

市町村こども計画について 

 

 

１ 市町村こども計画の策定について 

●こども基本法１０条において、市町村は年内に国が定める「こども大綱」を勘案して

「市町村こども計画」を策定するよう努めることとしている。 

●国は「市町村こども計画」について、「子ども・子育て支援法」に基づいて各自治体が

策定済みの「子ども・子育て支援事業計画」と一体のものとして作成可能としており、

本市でも一体として策定する方針。 

●なお、本市の「子ども・子育て支援事業計画」は、令和６年度で現行計画の計画期間を

終えるため、令和７年度から「市町村こども計画」と一体で策定する。 

  

 

２ 市町村こども計画が勘案するこども大綱の内容 

「こども大綱」は、これまでの①少子化社会対策大綱、②子供・若者育成支援推進大綱、

③子どもの貧困対策に関する大綱の３つを含むこととされており、少子化に対処するため

の施策や、子ども・若者の健やかな成長に資する良好な社会環境の整備、子どもの貧困対

策に関する施策などが盛り込まれる見込み。 

 

 

３ １２月議会における新潟市子ども・子育て会議条例の改正について 

本市では「子ども・子育て支援事業計画」の策定や進捗管理について、新潟市子ど

も・子育て会議において調査審議しており、今後は同会議において「市町村こども計

画」を調査審議していくため、１２月議会において「新潟市子ども・子育て会議条例」

を改正する予定。 

 

 

４ スケジュール案   

R5 年 9 月 25 日  第１回子ども・子育て会議（「市町村こども計画」策定の考え方） 

11 月ごろ 「こども大綱」の閣議決定（予定） 

  12 月議会 「新潟市子ども・子育て会議条例」の改正 

R6 年 3 月下旬  第２回子ども・子育て会議（「市町村こども計画」策定のスケジュール） 

   R6 年度内 「市町村こども計画」の策定 
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